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『ひらく』は男女平等な社会、だれもが生きやすい社会、住みやすい地域を作るために役立つ広報誌です。公募市民が企画・編集をしています。 

センター便り・No.8

　第Ⅴ期小平市男女共同参画推進協議会は、5人の市民公募委員を
含めて10人の委員（女性6人、男性4人）で、昨年10月に発足しました。
同協議会は今、「男女共同参画推進に関する条例」についての協議を
重ねています。 
　協議会で話し合われている「男女共同参画推進に関する条例」は、
女だからというだけで男だからというだけで望まない扱いを受けたり、
夢や希望をかなえる機会が与えられなかったりすることのない、「だ
れもが自分らしく生き生きと暮らせるまち」をつくるための指針とな
るものです。家庭でも職場でも、地域でも学校でも、男女が力を合わ
せて努めなければ解決しない悩みや問題が増えています。どう役割
と責任を分担しあえばいいのかを考えるときの指針にもなるものです。 
　協議会では、条例の必要性、条例に求められる基本的な考え方、条
例に盛り込むべき内容などが検討され、市への「提言」がまとめられ
ることになっています。（協議会は市民に公開されていますので小平
市民ならだれでも傍聴できますし、協議の内容は市のホームページ
でも知ることができます。） 

「男女共同参画推進に関する条例」の検討がはじまりました。 「くるみんマーク」をご存知ですか？ 
　次世代育成支援対策推進法に基づ
く、子育て支援企業の認定マークです。 
　この法律は、少子化対策の一環と
して、次代の社会を担う子どもが健や
かに生まれ、育成される社会の形成
を目的とし、平成15年7月に公布され、
事業主は従業員の子育て支援のための行動計画を策定・実
施することが定められました。そして、その結果が一定の要
件を満たす場合に厚生労働大臣の認定を受けることができ、
この「くるみんマーク」を商品等に使用することができます。 
　「くるみん」の愛称は、子どもが優しく“くるまれている”、
企業（会社）“ぐるみ”で仕事と子育ての両立支援に取り組む
ことなどの考えから、応募作品の中から選ばれました。 
厚生労働省によれば平成19年9月末現在、全国で366社が
認定されています。 
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再生紙を使用しています。 

9.11テロの報復で、大
量の爆弾がアフガニスタ
ンに降り注がれる映像を
見て、いてもたってもい
られなくなった女性カメ
ラマンがいた。その活動
は『ひらく』10号で紹介
されたが、単身アフガニ
スタンに飛んだ彼女は、この国が、大国の思惑に
よってどんどん荒廃していくのを目の当たりにし
た。時を追って深刻になり闇はますます濃くなる
アフガニスタン。先の見えない無力感に襲われた
川崎さんにとって、日本の過疎の現状は、未来を
感じさせる希望があった。
財政破綻した夕張市と同じくらい厳しい財政を

抱える塩竈市が、公共事業でもなく、工場誘致でもなく、アートによって新し
い市民のエネルギーを引き出そうと、市民が企画したアート・イベント「塩
竈・もとまちアート海廊」を準備しているのを知って、
どうしてもドキュメントを撮りたいと思った。

アアーートトっってて何何だだろろうう。。
街街っっててななんんだだろろうう。。
人人ににととっってて大大切切ななここととっっててななんんだだろろうう。。

「塩竈・もとまちアート海廊(ウォーク)」の40
日間を記録した『街にはアートがいっぱい』は、『ヤカオランの
春』『壁の中の少女たち』と同じように、大きな力に翻弄されながらなんとか
自分たちの生活を守ろうとする人間のあるがままの姿の映像なのだ。

男女共同参画について知りたい、
と思ったら参画センターへ

小平市男女共同参画推進条例が施行されます。

小平市男女共同参画センター“ひらく”は、男女共同
参画社会の形成の促進を図る施設として、平成16年1
月にオープンしました。書棚には、男女共同参画社会
に関連する書籍やビデオ、資料が揃っています。広報
誌「ひらく」のバックナンバーも置いてあります。

4月1日に小平市に男女共同参画推進条
例が施行されますが、男女共同参画センタ
ー“ひらく”では、男女共同参画について
知りたい、と思われた皆さんのために、書
籍やビデオ、資料を分かりやすく整理しま
した。気軽にご来館下さい。
※参画センターの開館時間は、午前9時～

午後10時まで（毎週火曜日と奇数月の第二日曜日、年末年始は休館です。）
昨年末から「センター便り」の発行を始めました。参画センターについ

て、みなさんがお知りになりたいことを、お伝えします。（年2回発行予定）

市では、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分
かち合い、性別にかかわりなく、社会のあらゆる分野の活
動にその個性と能力を十分に発揮することができる男女共
同参画社会の実現を目指し、「小平市男女共同参画推進条
例」を制定しました。施行日は平成21年4月1日です。
この条例は、男女共同参画の推進に関し、その理念と市、
市民等、事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策
の基本的事項を定めることにより、男女共同参画の推進に
関する施策を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社
会を実現することを目的としています。市は、男女共同参
画の推進を最重要課題の一つとして位置づけ、これまで以
上に市と市民等、事業者などと相互に連携、協力し、取り
組んでいきたいと思います。

条例は、小平市ホームページでもご覧いただけます。
http://www.city.kodaira.tokyo.jp
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